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１ 調査の背景・目的 
川崎市地方卸売市場南部市場(以下「南部市場」という。)は、昭和 19 年度に開設し、

昭和 57 年度に開設した川崎市中央卸売市場北部市場(以下「北部市場」という。)※1 と
ともに市民の食生活を支えています。 

南部市場は、平成 3 年をピークに取扱数量が減少傾向にあったため、施設の集約化や
指定管理者制度を導入し、市場運営の効率化等を図ってきました。近年、取扱数量は増
加していますが、施設の老朽化、繰入金による恒常的な財源充当といった課題があります。 

こうした中、南部市場の今後のあり方について、有識者の専門的かつ幅広い見地から御
意見をいただくため、附属機関である川崎市地方卸売市場南部市場運営審議会に対し
て、令和 5 年 12 月に諮問を行い、令和 6 年 5 月に答申※2 をいただきました。附属機関
の答申内容とともに、南部市場の位置付け、開設者、本市としての関与、今後の施設のあり
方、今後の事業の進め方等について整理し、パブリックコメントの実施により広く皆様から御意
見を募集した上で、令和 7 年 3 月に『川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関
する基本的な考え方』※3(以下「『基本的な考え方』」といいます。)を取りまとめました。 

『基本的な考え方』では、今年度に策定予定の次期『(仮称)川崎市卸売市場経営プラ
ン』において、施設の老朽化をはじめ、南部市場が抱える問題への対応を踏まえた今後の施
設のあり方等に関して方向性を示すこととしています。 

本サウンディング型市場調査(以下「サウンディング調査」といいます。)は、今後の施設のあ
り方等に関しての方向性を示す際や、民間活用にて整備を実施する場合の基本計画等の
策定に当たっての民間活力導入の考え方を整理するため、民間事業者の皆様からの提案を
いただくことを目的として行います。 
 
※1  北部市場は、施設老朽化への対応や社会経済環境の変化に対応した機能強化を図るため、全体的な機能の更

新(再整備)を進めております。詳細は以下の本市ウェブサイト(北部市場機能更新に向けた取組)を御参照ください。 
   https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/288-13-2-8-0-0-0-0-0-0.html 
※2  川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営方針について(答申) 
   https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000166889.html 
※3  『川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方』 
   https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000176644.html  

 
２ 調査対象施設の概要 

(1) 市場の概要 
  川崎市の卸売市場の概要については、『川崎市卸売市場経営プラン改訂版』※4 や
『2024 年度川崎市卸売市場概要』※5 を御参照ください。 

  南部市場は、『川崎市卸売市場経営プラン改訂版』において、本市の中心市街地に
近い立地特性を活かし、市民の食生活を支えるとともに、食文化等の発信を担う「地域
密着型食品流通の拠点」として位置付けられています。 

  また、南部市場の現況(配置図、各施設の面積等)については、資料 1 を御確認くだ
さい。土地・施設、都市計画、インフラ等の概要については、次のとおりです。 

 

https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/288-13-2-8-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000166889.html
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000176644.html
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※4  『川崎市卸売市場経営プラン改訂版』策定について   
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000108854.html 

※5  『2024 年度川崎市卸売市場概要』 
   https://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000056/56163/2024shijougaiyou.pdf 

 
(2) 土地・施設の概要 

  南部市場の敷地は全域が川崎市幸区に属していますが、西側は横浜市鶴見区に接
しています。本市の商業の中心地である川崎駅から近い中心市街地に立地しており、市
内外からのアクセスに優れています。 

  国道 1 号(第二京浜)や、本市を南北に結ぶ幹線道路である県道川崎町田線(尻手
黒川道路)が至近を通っているほか、首都高速道路横羽線のインターチェンジから約
4km、最寄りの尻手駅(東日本旅客鉄道・南武線)からは約 0.3km、川崎駅(東日本
旅客鉄道)及び京急川崎駅(京浜急行電鉄)からはそれぞれ約 1.3km、約 1.6km の
位置にあります。また、羽田空港の第 3 ターミナルから約 10km(第 1・第 2 ターミナルか
らは約 12km)、川崎港コンテナターミナルから約 12km の位置にあります。【図表 1】〜
【図表 3】 

 
図表 1 南部市場の現況(令和 7 年 4 月１日現在) 

名称 川崎市地方卸売市場南部市場 
所在地 川崎市幸区南幸町 3 丁目 126 番地 1 
最寄り駅 東日本旅客鉄道 南武線尻手駅(約 0.3km) 
敷地面積 32,224 ㎡ 
延床面積 24,396 ㎡ 
開場年月 昭和 19 年 11 月 
取扱部門 青果部、水産物部、花き部(3 部門) 

場
内
事
業
者 

卸売業者 3 社(内訳︓青果部 1 社、水産物部 1 社、花き部 1 社) 
仲卸業者 14 社(内訳︓青果部 3 社、水産物部 9 社、花き部 2 社) 
関連事業者 18 社(内訳︓第 1 種 11 社、第 2 種 7 社)※6 

 
※6  第 1 種関連事業者とは、青果部、水産物部、花き部の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場取

扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者、その他市場機能の充実に資する業務を営む事業者のことです。第 2 種関
連事業者とは、飲食店営業、理容業、その他市場の利用者に便益を提供する業務を営む事業者のことです。 

 
    

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000108854.html
https://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000056/56163/2024shijougaiyou.pdf
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図表 2 南部市場の位置関係 

 

図表 3 南部市場周辺の交通環境 
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(3) 都市計画等の概要 
  南部市場の用途地域は、「近隣商業地域」に指定されているほか、都市計画法に定
める都市施設市場※7 として都市計画決定を受けています。【図表 4】 

 
※7  都市施設︓円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保する上で必要な施設

（国土交通省『都市計画運用指針』）。 

 
図表 4 南部市場の都市計画等(令和 7 年 4 月１日現在) 

用 途 地 域 近隣商業地域 

容 積 率 ／ 建 蔽 率 200％ ／ 80％ 

高 度 地 区 第 3 種高度地区 

最 高 高 さ ／ 北 側 制 限 20m ／ 10m＋1.25/1 

防 火 ・ 準 防 火 地 域 準防火地域 

地 区 計 画 なし 

都 市 施 設 市場(地方卸売市場南部市場) 

居 住 促 進 区 域 居住促進区域内 

都 市 機 能 誘 導 区 域 都市機能誘導区域内 

日 影 規 制 5h-3h/4m 

既 成 市 街 地 既成市街地 

景 観 計 画 区 域 平野部ゾーン 

保育所等整備協力要請制度 重点要請地域 

緑 地 率 10％以上(20％以上の努力義務) 

 
(4) インフラ等の概要 

  南部市場におけるインフラ等の概要は次のとおりです。【図表 5】 
 

図表 5 南部市場内のインフラ等の状況※8 

電気 

・西門付近より①管理事務所棟内の第一変電所に受電。第一変電所より⑨卸売業者事務
所棟内の第三変電所、③青果卸売場棟区域の第四変電所、⑫定温倉庫の第六変電所、
④水産卸売場棟の第七変電所に送電。さらに第三変電所より⑭食堂脇の⑯第二変電所、
第四変電所より同じ青果卸売場棟の第五変電所へ送電。 

・①管理事務所棟の第一変電所内に蓄電池を設置。 
ガス ・場外数か所から各棟へ都市ガスを供給。 
水道 ・場外数か所から各棟へ供給。 
排水 ・汚水・雑排水・雨水ともに公共下水管に直結。 
通信 ・西門付近より①管理事務所棟へ引込み、各棟へ分配。 

廃棄物 
処理 

・指定管理者・場内事業者による個別処理のほか、場内事業者で設立した団体により使用者
負担で処理。 

※8  表中の丸数字は、資料 1 の丸数字と連動しています。 
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３ 調査の方法 
本調査では、御協力いただける民間事業者から個別対話にて御意見を伺います。御意

見を伺うにあたっては、個別対話実施日(参加申込後に別途調整)の 1 週間前までに提案
書等を御提出いただきます。 
 

４ 調査の内容 
南部市場の既存施設は、施設の老朽化、施設の不足・動線の交錯、品質・衛生管理

機能の整備、災害時の拠点機能発揮といった点に関して、数多くの問題を抱えているため、
その解消に向けた取組が必要です。そのための現状施設への今後の対応や新たな施設整備
の可能性等について、(1)〜(3)の内容を踏まえて提案事項 1〜5 に関して御提案ください。 

本実施要領で掲げる条件等は、民間事業者の自由なアイデアを妨げるものではありません
(条件に一致しないことを理由に個別対話の対象外にすることはありません)ので、民間事業
者ならではのノウハウ、創意工夫を生かした幅広いアイデアを期待しています。また、全ての事
項への提案が個別対話参加の必須条件ではありません。可能な範囲で御提案ください。 
 
(1) 南部市場が抱える問題とその対応 

  『基本的な考え方』において、南部市場が抱える問題とその対応の考え方として以下の
とおり整理しています(太字はサウンディング調査に関連が深い内容です。)。【図表 6】〜
【図表 8】 

 
図表 6 南部市場が抱える問題 

南部市場が抱える問題 対応の考え方 
施設の老
朽化等 

〇昭和 40〜50 年代に整備された施設が多く、全体
的に老朽化が進行 

〇当面の機能維持や耐震補強に見込まれる費用は年
間平均 9,400 万円程度で、抜本的な対応にはさら
に多額の費用が必要 

〇老朽化等に伴う不具合や危険性のリスク
は今後も高まると考えられ、修繕・改修で
は多額の費用を要するとともに効果が限
定的になる懸念があり、抜本的な対策
を進めることが必要 

繰入金等
による恒
常的な財
源充当 

〇指定管理者制度の導入により、人件費及び施設維持
管理費(250 万円以下の修繕費等)が削減され、年
間約 3,500 万円の会計改善 

〇過去の施設整備に伴う公債費負担や 250 万円超
の修繕費等は本市の負担継続が必要だが、現状で
は本市に収入がなく、自立的な運営が困難 

〇現状では本市の収入がなく自立的な運
営が困難なため、指定期間の終了時や
大規模整備の実施等を契機として、今
後の収入確保等につながる見直しが必
要 

卸売業者
及び仲卸
業者の取
引構造 

〇青果部、水産物部の卸売業者が取り扱う品物の多く
は、特定のスーパーマーケット(売買参加者)向けに販
売され、仲卸業者への販売が少なく、青果部の仲卸
業者等は、主に「直荷引き」により調達 

〇「直荷引き」も含め、品揃えや価格面で消費者等が求
める品物を集荷・販売できることが重要 

〇仲卸業者が「直荷引き」よりも、卸売業
者から安価で安定的に購入できれば、場
内事業者の事業環境の改善につながる
ため、取引構造に関する状況把握を継
続的に進め、場内事業者との継続的な
意見交換や調整等が必要 

施設の不
足や動線
の交錯 

〇荷捌き、駐車・待機スペース等が不足し、繁忙時間
帯を中心に構内通路が塞がる弊害が発生 

〇敷地内の施設はほぼ利用され、事業拡大を計画する
場内事業者の要望に応えられていない状況 

〇段階的な整備に伴い機能的な施設配置になっておら
ず、歩行者・車両の動線の交錯により安全性に懸念 

〇施設の不足により場内事業者の事業拡
大の要望に応えられていない上、動線交
錯により、安全性に懸念があるが、低層
の施設が分散している状況では取り得る
対応は限られるため、敷地全体の施設
配置の見直しに向けた取組が必要 
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消費者等
のニーズ
に応じた
機能発揮 

〇消費者等から求められている加工・調製・パッケージ等
への対応に関する機能が不十分 

〇コールドチェーンに代表される品質管理の向上及び食
の安全・安心の確保への取組が求められる中、低温管
理等への対応に関する機能が不十分 

〇消費者等のニーズに合わせた加工・調
製・パッケージ等への対応、品質管理の
向上及び食の安全・安心の確保に向け
た対応のため、大規模改修等の対策を
進めることが必要 

災害時の
支援物資
拠点とし
ての機能
発揮 

〇大型車向けの動線やフォークリフト等の資機材を確保
しやすい一方、非常用電源等の設備がない状況 

〇支援物資の保管・荷捌き業務と早期復興に必要な
食品流通業務を併存させることや、電気等のインフラ
が途絶えた際に支援物資の保管・荷捌き業務を実施
することが困難 

〇安全に活動できる施設環境・設備、荷捌
き等のスペース・動線確保等のため、大規
模改修や新規施設の整備に合わせた支
援物資拠点機能の確保と、卸売市場と
しての機能の併存に向けた検討等が必
要 

 
 
 
 
 
 
 

    図表 7 最も老朽化が進む青果卸売場棟         図表 8 買出人・来客者用駐車スペースでの荷捌き 
 
(2) 前提条件 

ア 施設整備に当たっては、南部市場が抱える問題の解消や適切な規模・機能の実現と
いう観点においては、「全面建替え」が合理的と考えておりますが、「一部建替え」もしくは
「既存施設の改修」についても提案できるものとします。その際、資料１の既存施設の情
報を確認いただくとともに施設の長寿命化の考え方については『資産マネジメント第 3 期
実施方針』※9 を参考にしてください。 

※9  『資産マネジメント第 3 期実施方針』  
   https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000138575.html 

イ 施設整備に当たり、現状では代替地がないことから、原則として現在の敷地内で運営
を継続しながらのローリング工事を行うことを前提として提案してください(①)。ただし、一
部機能の一時移転等により、工期の短縮、事業収支の改善が大幅に見込める場合等
については、一時移転に必要な土地や施設の規模や期間等を提示した上で①の提案に
加えて、提案することができるものとします。 

ウ 現行の都市計画等を踏まえることを基本としつつ、市場機能の活性化や、本市の収
支、周辺に対する地域貢献につながる提案内容の実現のため、都市計画等の変更が
必要な場合には、変更を希望する都市計画等の内容やその理由を整理した上で提案
ができるものとします。 

 

  

https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000138575.html
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(3) 想定する施設規模 
  現時点では各施設について、以下の表に示す規模を想定しております。【図表 9】 
 

図表 9 想定する施設規模※10 

施 設 内 訳 現状面積 想定面積 現状比 想定面積の設定根拠 

青果部 
卸売場 1,978 ㎡ 1,915 ㎡ 96.8% 国算定基準に基づく 
仲卸売場 1,619 ㎡ 1,044 ㎡ 64.5% 国算定基準に基づく 

水産物部 
卸売場 915 ㎡ 461 ㎡ 50.4% 国算定基準に基づく 
仲卸売場 1,242 ㎡ 312 ㎡ 25.1% 国算定基準に基づく 

花き部 
卸売場 732 ㎡ 487 ㎡ 66.5% 国算定基準に基づく 
仲卸売場 96 ㎡ 34 ㎡ 35.4% 国算定基準に基づく 

関連事業者 
店舗 825 ㎡ 425 ㎡ 51.5% 市試算 
食堂 225 ㎡ 221 ㎡ 98.2% 市試算 

事務所等 場内事業者事務所 3,583 ㎡ 3,313 ㎡ 92.5% 市試算 

その他施設 

冷蔵・冷凍庫 1,629 ㎡ 1,905 ㎡ 116.9% 市試算 
倉庫 1,364 ㎡ 1,249 ㎡ 91.6% 市試算 
管理施設 912 ㎡ 730 ㎡ 80.0% 市試算 
通路・共用施設等 9,276 ㎡ 7,234 ㎡ 78.0% 現状面積比に基づく 

駐車場   347 台 350 台程度  国算定基準に基づく 
合計面積(市場機能) 24,396 ㎡ 19,329 ㎡    

 
※10 表中の想定面積については、過去の取扱数量・金額を踏まえた国の算定基準等に基づく現時点での算出結果であ

り、今後、場内事業者の取引実態や施設利用実態を踏まえた補正の実施等により、変更する可能性があります。 

 
(4) 提案事項 1 開設者のあり方 

  開設者については、『基本的な考え方』において「本市が引き続き、開設者として生鮮
食料品等の安定供給の機能を担うことが重要と考えられますが、民間活力の導入等に
よる財政負担の軽減や効率化に関する検討を随時行うとともに、開設者業務等のあり
方を改めて検証する必要がある」と整理しております。そこで、開設者として、本市又は民
間事業者どちらが望ましいか、また、その理由(卸売市場の継続性、場内事業者の安定
的な運営の継続、本市の収支、敷地全体での機能発揮のしやすさ等)について、民間
事業者の視点から示してください。 

 
(5) 提案事項 2 再整備後の施設配置及び導入機能 

  施設整備後の施設配置図、フロア図等とともに、市場機能の各面積についてお示しく
ださい。「(3)想定する施設規模」に記載した市場機能の面積を除いた余剰部分につい
ては、定期借地等の手法により用地を貸付けの上で、市場機能と連携した「民間収益
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施設」(新規機能)の導入可能性の検討を行っています。新規機能として導入する機能
(施設)や規模等を明記した上で、その内容や理由をお示しください。なお、市場機能と
新規機能の関係性のイメージとして、新規機能により、市場機能との相乗効果(取扱数
量の増加、加工・配送・保管機能の強化、災害対応機能の強化、食文化の維持・発
展等を通じた地域の価値向上等)の発揮や、賑わい、新たな価値の創出を目指すことを
想定しております。【図表 10】 

 

図表 10 市場機能と新規機能のイメージ 

 
(6) 提案事項 3 全体の事業スケジュール及び工事計画 

  事業を実施する事業者と本市との契約年度を 1 年目とし、整備期間、供用開始後の
運営期間に関する全体の事業スケジュールについて提案してください。なお、事業期間に
ついて、制約は設けませんので考え方を示した上で任意に設定してください。また、整備を
行う際の手順(ローリング工事手順、改修手順等)のほか、整備期間中の市場運営に支
障が出ないようにするための工夫等についても提案してください。 

 
(7) 提案事項 4 事業手法及び本市の収支 

  施設整備及び運営について、どのような民間活用による事業手法(DBO 方式、PFI
方式、マスターリース方式※11、民設市場による運営等)を選択するのが望ましいか、ま
た、その理由(市の財政負担軽減、場内事業者・市民にとっての利便性向上、賑わいの
創出等)についてもお示しください。 

  さらに、選択した事業手法に基づく事業期間中の本市の収支について、様式 4 に従っ
てお示しください。収支の作成に当たっての注意事項は当該様式を御参照ください。 

 
※11 南部市場の敷地全体を定期借地等で民間事業者に貸付け、民間事業者が施設整備を行い、その一部(本市が

市場機能として運営するため必要な施設)について、民間事業者から本市が賃借した上で市場運営を行う想定です。 

 
(8) 提案事項 5 円滑な事業推進に向けた民間事業者との対話手法 

  本市では、事業を進めるに当たり民間活力導入に向けた民間事業者との対話の場と
して、川崎市 PPP プラットフォーム※12 やサウンディング型市場調査を積極的に活用して
います。 

 

 市場機能  
新規機能導入により加工・配送・保管機能の強化・
効率化による売上増加、食文化の発展・継承等 

〜食の豊かさを実感できる地域貢献型 
食品流通の拠点〜 

 新規機能  
南部市場の特性を活かした新規機能により 

賑わいや新たな価値を創出 
〜市民生活の質を高める・ 

豊かにする拠点〜 
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  また、他都市における事業では、民間事業者との対話手法の 1 つとして、民間事業者
の専門的な知見や技術に基づく創意工夫を積極的に取り入れ、計画策定や設計・建
設、管理運営まで経済的で効果的・効率的な事業を推進することを目指し、整備事業
者の公募に先立ち「事業協力者」※13 を募集し、計画の初期段階から民間事業者が参
画することで、助言・提案・情報提供等を行うといった手法も取られています。 

  これらを踏まえ、今後、円滑に事業を推進するため、本市と民間事業者の対話につい
て、望ましいと考える手法がありましたらその具体的な内容や理由についてお示しください。 

 
※12 川崎市 PPP プラットフォーム 
   https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/75-13-1-0-0-0-0-0-0-0.html 
※13 事業協力者︓事業の計画段階において、建築物等の企画・建築・運営に関する豊かな知識とノウハウを持つ民間

事業者をパートナーとして選定し、計画策定や設計・建設、管理運営まで経済的で効果的・効率的な事業を推進す
るために助言・提案・情報提供を受けることを目的に導入されます。市街地再開発事業において導入されている事例
が多数あるほか、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村整備及び大会レガシーとしてのまちづく
りや、卸売市場においては鳥取市、高松市等の整備事業において導入されています。法的な根拠はなく、「対話事業
者」、「協働事業者」等、他の名称で呼ばれることもあります。事業協力者等の選定後、協定の締結を経て、対話を進
めるものであり、費用負担については、事業協力者等が負担することが一般的ですが、協定締結後に業務委託契約し
ている事例(東京都の『都心と臨海副都心とを結ぶ公共交通に関する基本方針』に基づく事業協力者)もあります。 

 
５ 対象者 

南部市場における整備等に関する事業への参画を希望する法人や法人のグループを対
象とします。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 

①地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者 
②参加申込書提出時点で、本市から指名停止を受けている者 
③会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)及び民事再生法(平成 11 年法律第 225

号)に基づく更生・再生手続き中の者 
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第

2 号に規定する暴力団又は川崎市暴力団排除条例第７条に該当する者 
⑤神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第 1 項又は

第 2 項に違反している者 
⑥国税及び地方税を滞納している者 

  

  

https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/75-13-1-0-0-0-0-0-0-0.html
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６ 調査スケジュール 
内  容 期 間 等 

サウンディング調査実施要領の公表 令和 7 年 5 月 14 日(水) 
個別現地見学会の参加申込期間 5 月 19 日(月)〜23 日(金) 
個別現地見学会の開催期間 5 月 29 日(木)〜6 月 6 日(金) 
質問の提出期限 6 月 13 日(金) 
質問への回答の公表 6 月 20 日(金) 
サウンディング調査参加申込期限 6 月 30 日(月) 
サウンディング調査実施日時の連絡 7 月 7 日(月) 
サウンディング調査の実施期間 7 月 23 日(水)〜8 月 8 日(金) 

(個別対話実施日の 1 週間前までに提案書を提出) 

 
７ 個別現地見学会の申込方法 

サウンディング調査の実施にあたり、希望する事業者ごとに、1 時間程度の現地見学会を
開催します。希望される方のみ、「個別現地見学会申込書(様式１)」を、申込期限までに
以下のメールアドレス宛てにお送りください。受領後、日程調整をさせていただきます。 

なお、現地見学の申込みは、サウンディング調査参加の条件ではありません。 

【申込期限】 5 月 23 日(金)16 時 00 分まで 
      (本市からの到達連絡がない場合は、044-975-2226 に御連絡をお願いいたします。) 

【実 施 日】 5 月 29 日(木)〜6 月 6 日(金)のうち、本市が指定する日 
         9 時 00 分〜16 時 00 分(土・日曜日を除く) 
【開催場所】 川崎市地方卸売市場南部市場(川崎市幸区南幸町 3-126-1) 
【申 込 先】 28hokan@city.kawasaki.jp 

 
８ サウンディング調査に関する質問の受付・回答 

サウンディング調査に関する質問は、電話又はメールにて御連絡ください。質疑の内容がサ
ウンディング調査の内容に影響を及ぼすものの場合は、本市ウェブサイト上で公表します(質
問した事業者名は公表いたしません)。 

調査内容に影響を及ぼすものに関する質問は、6 月 13 日(金)16 時までとしますが、事
務手続きに関する質問は、随時受け付けます。 

【電話の場合】 044-975-2226 
【メールの場合】 28hokan@city.kawasaki.jp  

【質問期限】 6 月 13 日(金)16 時 00 分まで 
            (本市からの到達連絡がない場合は、044-975-2226 に御連絡をお願いいたします。) 

 

mailto:28hokan@city.kawasaki.jp
mailto:28hokan@city.kawasaki.jp
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９ サウンディング調査参加申込方法 
サウンディング調査(個別対話)への参加を希望いただける方は、「サウンディング調査参加

申込書(様式 2)」を、申込期限までに以下のメールアドレス宛てにお送りください。7 月 7 日
(月)に個別対話の実施日を御連絡いたします。 

【申込期限】 6 月 30 日(月)16 時 00 分まで 
           (本市からの到達連絡がない場合は、044-975-2226 に御連絡をお願いいたします。)  

【申 込 先】 28hokan@city.kawasaki.jp 

 
10 提案書の提出方法 

資料１〜資料 4 を参照の上、「提案書(様式３)」及び「収支一覧(様式 4)」若しくは任
意の様式により提案資料を作成し、個別対話実施日の 1 週間前(参加申込後に別途調
整)までに、PDF 等の電子媒体(10MB 以下の場合はメールで送付。10MB 以上の場合は
CD-R 等を郵送又は別途本市が指定する方法で送付)を御提出ください。 

【メールアドレス】 28hokan@city.kawasaki.jp 
【郵 送 先】 〒216-8522 川崎市宮前区水沢 1-1-1 
         川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場〔南部市場調整〕 
           (本市からの到達連絡がない場合は、044-975-2226 に御連絡をお願いいたします。) 

 
11 サウンディング調査の実施方法 

サウンディング調査は、参加事業者のアイデアやノウハウの保護のために個別対話により行
います。 

【実施期間】 7 月 23 日(水)〜8 月 8 日(金) 
         9 時 00 分〜16 時 00 分(土・日曜日を除く) 
           (個別対話の実施日は、申込時の希望日時を踏まえ、決定いたします。) 

【所要時間】 １〜2 時間程度(対話の内容によって前後します) 
【実施場所】 川崎市地方卸売市場南部市場(川崎市幸区南幸町 3-126-1)又

は川崎市中央卸売市場北部市場(川崎市宮前区水沢 1-1-1) 

 
12 サウンディング調査の結果の公表等 

御提案いただいた内容は、概要として取りまとめた上、本市ウェブサイトで公表いたします。 
なお、提案者名及び知的財産権に係る内容は原則非公表とし、事前に提案者に対して

公表内容についての確認を行います。 
ただし、『川崎市情報公開条例』に基づく公文書開示請求があった場合は、提案者に事

前に連絡の上、条例に定める範囲において、公開する場合があります。 
 

mailto:28hokan@city.kawasaki.jp
mailto:28hokan@city.kawasaki.jp
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13 サウンディング調査実施後の事業の予定 
サウンディング調査の結果を踏まえて、令和 7 年度中に次期『(仮称)川崎市卸売市場経

営プラン』を策定し、南部市場の今後の施設のあり方等についての方向性をお示しします。そ
の後、民間活用にて整備を実施する場合は、令和 8 年度以降に基本計画等を策定の上
で整備事業者等の公募及び選定を行うことを想定しています。なお、スケジュールはあくまで
想定であり、決定されたものではありませんので、今後検討を進めていく中で、スケジュールの
変更を行う可能性がありますので御了承ください。 
 

14 留意事項 
(1) サウンディング調査への参加及び調査内容の取扱い 

ア サウンディング調査への参加は、民間活力を導入した事業化の際の応募条件及び評
価対象になるものではありません。ただし、提案内容の独創性・創造性等が大変高く、そ
の内容を仕様書等に反映する場合には、今後の選考の段階で、一定のインセンティブを
付与する可能性があります。 

イ 本市及び提案者ともに、サウンディング調査での提案内容(個別対話時の発言内容を
含む。)は、その時点での想定によるものとし、御提案いただいた事業の実施等について、
何ら約束するものではありません。 

ウ 今後、民間活用にて整備を実施する場合、改めて事業者公募を行いますが、その際、
サウンディング調査の提案者による事業実施を約束するものではありません。 

(2) 費用等 
  サウンディング調査の参加に要する費用は、提案者の負担とします。本市による費用の
徴収又は対価の支払はありません。 

(3) 追加調査等への御協力 
  必要に応じ、追加対話(書面による照会を含む。)やアンケート等を行う場合には、可
能な限り協力をお願いいたします。 

(4) サウンディング調査に際して提供する資料等について 
  サウンディング調査の参加者に対して提供する資料等については、本事業の目的のため
にのみ提供を受けるものとして、秘密として保持すべき守秘義務対象資料とします。また、
サウンディング調査への参加申込をもって、以下の事項について承諾したものとみなしま
す。 

①第三者への開示の禁止(ただし、本事業の目的を達成するために必要な範囲及び方
法で、提案者と守秘義務契約を締結した者へ開示する場合を除く) 

②善良な管理者としての情報管理の徹底 
③提案者から情報が漏えいした場合の本市又は第三者への損害の補償 
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15 様式・参考資料 
  以下の資料は本市ウェブサイトに掲載しております。 
(https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000176607.html) 
(1) 様式 
   様式１ 個別現地見学会申込書 
   様式２ サウンディング調査参加申込書 
   様式３ 提案書 
   様式４ 収支一覧(ひな形) 
(2) 参考資料 
    資料１  南部市場の施設の配置及び概要 
    資料２  建替えを検討する場合の整備パターン例 
    資料３  指定管理者による運営状況に関する資料 
    資料４  南部市場における現状の施設維持に関する業務委託概要 

 
16 問い合わせ先 

〒216-8522 川崎市宮前区水沢 1-1-1 
川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場〔南部市場調整〕 
電 話︓044-975-2226 
メール︓28hokan@city.kawasaki.jp 

  

資料掲載先の二次元コード 
（本市ウェブサイト） 

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000176607.html


 

 

南部市場の施設の配置及び概要(令和 7(2025)年 4 月 1 日現在) 

 
 

番
号 施設名 竣工年 築年数 階数・構造 延面積 

① 管理事務所棟 昭和 50(1975)年度 49 年 3 階・鉄筋コンクリート造 2,255 ㎡ 
② 西側棟※ 昭和 41(1966)年度 58 年 2 階・鉄筋コンクリート造 605 ㎡ 

③ 

青
果
卸
売
場
棟 

青果卸売場 昭和 30(1955)年度 69 年 1 階・鉄骨造 

7,737 ㎡ 
青果卸売場棟庇 昭和 40(1965)、44(1969)年度 59 年 1 階・鉄骨造 
新青果棟 昭和 49(1974)、50(1975)年度 50 年 1 階・鉄筋コンクリート造 
青果仲卸売場棟 昭和 50(1975)年度 49 年 2 階・鉄骨造 

④ 水産卸売場棟 昭和 52(1977)〜53(1978)年度 47 年 2 階・鉄骨造 2,140 ㎡ 
⑤ 水産仲卸売場棟 昭和 44(1969)〜45(1970)年度 55 年 2 階・鉄筋コンクリート造 1,862 ㎡ 
⑥ 花き卸売場棟 平成 20(2008)年度 16 年 1 階・鉄骨造 827 ㎡ 
⑦ 花き保冷施設 平成 20(2008)年度 16 年 1 階・鉄骨造 190 ㎡ 
⑧ 関連商品売場棟 平成 22(2010)年度 14 年 1 階・鉄骨造 517 ㎡ 
⑨ 卸売業者事務所棟 昭和 45(1970)〜46(1971)年度 54 年 3 階・鉄筋コンクリート造 3,319 ㎡ 
⑩ 第 1 冷蔵庫 平成 9(1997)〜10(1998)年度 27 年 1 階・鉄骨造 380 ㎡ 
⑪ 第 2 冷蔵庫 平成 15(2003)年度 21 年 1 階・鉄骨造 364 ㎡ 
⑫ 定温倉庫 昭和 45(1970)年度 54 年 2 階・鉄筋コンクリート造 1,014 ㎡ 
⑬ 発酵室 昭和 36(1964)年度 60 年 1 階・鉄骨造 234 ㎡ 
⑭ 関連商品売場棟（食堂） 昭和 59(1984)年度 40 年 1 階・鉄骨造 283 ㎡ 
⑮ 西側倉庫 平成 6(1994)年度 30 年 1 階・鉄骨造 206 ㎡ 
⑯ 変電室 昭和 59(1984)年度 40 年 1 階・鉄骨造 42 ㎡ 
⑰ 守衛室及び屋外トイレ 昭和 53(1978)年度 46 年 1 階・鉄骨造 52 ㎡ 
⑱ 倉庫（附属営業人店舗棟） 昭和 50(1975)年度 49 年 2 階・鉄骨造 175 ㎡ 
⑲ スロープ 平成 20(2008)年度 16 年 2 階・鉄筋コンクリート造 456 ㎡ 
⑳ 駐車場     

※ ②西側棟は令和 7(2025)年度に解体
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建替えを検討する場合の整備パターン例 
・ 敷地面積 32,224 ㎡(容積率 200%、建蔽率 80％)に対して、「４(3)想定する施設規模」に記載した市場機能(「市場施設」)を除いた余剰

部分については、定期借地等により、市場機能と連携した新規機能(「民間施設」)として民間事業者の皆様に御活用いただくことを想定していま
す。 

・ 施設の整備パターンは、主に次のものを想定していますが、このほかの提案を拘束するものではありません。 
 

想定パターン 整備形態イメージ 権利形態 市と民間の収支関係 

A 市場施設と民間施設を別棟で
整備(市場施設を市が所有) 

 【市場施設】 
土地︓市所有 
建物︓市所有 

＜市＞ 
【収入】 定借地代、市場使用料、固定資産税等 
【支出】 解体費、整備費、修繕費、市場運営費 
＜民間＞ 
【収入】 民間活用施設からの収入 
【支出】 民間施設整備費、定期借地料 

【新規機能(民間施設)】 
土地︓市所有(定期借地) 
建物︓民間所有 

B 
市場施設と民間施設を一体で
整備(市場施設を市が区分所
有) 

 【市場施設】 
土地︓市所有(準共有) 
建物︓市所有(区分所有) 

＜市＞ 
【収入】 定借地代、市場使用料、固定資産税等 
【支出】 解体費、整備費、修繕費、市場運営費 
＜民間＞ 
【収入】 民間活用施設からの収入 
【支出】 民間施設整備費、定期借地料 

【新規機能(民間施設)】 
土地︓市所有(準共有) 
建物︓民間所有(区分所有) 

C 市場施設と民間施設を別棟で
整備(市場施設を市が賃借) 

 【市場施設】 
土地︓市所有(定期借地) 
建物︓民間所有(市賃借) 

＜市＞ 
【収入】 定借地代、市場使用料、固定資産税等 
【支出】 解体費、賃料、市場運営費 
＜民間＞ 
【収入】 賃料、民間活用施設からの収入 
【支出】 全体の施設整備費、定期借地料 

【新規機能(民間施設)】 
土地︓市所有(定期借地) 
建物︓民間所有 

D 市場施設と民間施設を一体で
整備(市場施設を市が賃借) 

 【市場施設】 
土地︓市所有(定期借地) 
建物︓民間所有(市賃借) 

＜市＞ 
【収入】 定借地代、市場使用料、固定資産税等 
【支出】 解体費、賃料、市場運営費 
＜民間＞ 
【収入】 賃料、民間活用施設からの収入 
【支出】 全体の施設整備費、定期借地料 

【新規機能(民間施設)】 
土地︓市所有(定期借地) 
建物︓民間所有 
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指定管理者による運営状況に関する資料 
 南部市場では平成 26 年 4 月から利用料金制による指定管理制度を導入しております。 
 第１期(平成 26 年度〜令和 2 年度)、第 2 期(令和 3 年度〜令和 7 年度)ともに、南
部市場の場内事業者等で出資・設立した川崎市場管理㈱が指定管理業務を行っています。
現在は第 2 期の最終年度となっており、今後、令和 8 年度以降の指定管理者の募集・選定
を行う予定です。 
 
１ 業務の範囲(指定管理業務) 

指定管理者が行う主な業務は、次に示すとおりです。 
(1) 施設に関する業務 

ア 施設の利用許可・指定 
イ 市場施設の維持管理に関する業務 
ウ 修繕に関する業務 
エ 廃発泡スチロール専用減容機の設置及び保守管理 
オ 市場内における事故及び緊急事態への対応 
カ 車両及び駐車場の利用に関する管理 

(2) 料金の収受に関する業務 
ア 施設利用者から利用料金等の収受 
イ 利用料金の減免 
ウ 電気料金の取扱い 
エ 水道料金・下水道使用料及びガス料金の取扱い 

(3) 取引に関する業務 
ア せり取引の立会い・確認 
イ 卸売予定数量等の公表 
ウ 開場日ごとに提出される取扱高明細日報の受理及び保管 

(4) その他の業務 
ア 場内秩序の維持 
イ 市場の PR(広報、市場見学) 
ウ 市場活性化策(「食鮮まつり」、「いちばいち」の開催等) 

(5) 自主事業・提案事業(こども食堂への食材提供、「夕祭」、料理教室の開催等) 
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２ 組織体制 
職員数 6〜7 名での運営を実施しており、現行の組織体制については下図のとおりです。 
 

 
３ 収支 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 
収入 159,905 162,035 118,434 116,906 130,599 
 利用料金 108,622 113,525 117,282 115,562 129,288 
 電気料金納付金 49,048 47,608 - - - 
 企画提案事業収入等 2,235 902 1,151 1,342 1,311 
支出 152,455 160,977 106,832 112,480 123,961 
 人件費 22,338 22,799 21,195 21,173 22,884 
 事業費 46,619 46,232 46,928 51,215 58,861 
  活性化事業費 5,032 1,675 691 3,004 5,849 
  委託費 41,587 44,557 46,237 48,211 53,012 
  その他 0 0 0 0 0 
 管理費 82,721 91,067 38,709 40,093 42,216 
  備品消耗品費 1,873 3,209 1,944 4,640 5,992 
  光熱水費 53,064 51,937 4,147 4,563 4,431 
  修繕費 25,309 33,976 26,693 27,841 28,638 
  賃借料 1,135 522 97 228 240 
  その他 1,340 1,423 5,828 2,821 2,915 
 その他 777 879 0 0 0 

収支-支出 7,450 1,058 11,606 4,425 6,638 

 
 
 
 

  

株主総会 

取締役会 

統括責任者 

社員② 社員③ 副責任者(社員①) 

市場開設者(市) 再委託先各社 
（警備、清掃等） 

アルバイト(2〜３名) 

監査役 



 

 

南部市場における現状の施設維持に関する業務委託概要 
 本資料は、サウンディング調査において維持管理にかかる経費等を試算するための参考資料
としてお示しするものですので、御提案いただく内容の施設規模・新規機能等に応じて仕様を変
更して御活用ください。 
 

維持管理経費総額(過去 5 年間平均額) 46,721 千円 
 

項 目 業 務 概 要 時 期 

警備業務 保安警備業務 
市場における盗難防止、火災防止及び場内整理等、市場の安
全及び秩序を確保し、市場業務の円滑な運営と食の安全を守
るため、24 時間体制の警備業務を行うこと。 

通年 

清掃業務 

日常・定期清掃
等業務 

管理事務所棟、駐車場、通路、荷捌き場、各便所、側溝等に
おいて、日常清掃、定期清掃(床ワックス、ガラス磨き)、消毒等
を行うこと。 

通年 

市場内下水管
路等調査及び
清掃業務 

市場内下水管路等を調査し、管路等の汚泥及び汚水を撤去
すること。 

1〜2 回/
年 

施設維持 
管理業務 

自家用電気工
作物保安管理
業務 

電気主任技術者により、自家用電気工作物の保安管理業務
を行うこと。 通年 

非常照明用直
流電源装置保
守点検業務 

管理事務所棟２階、青果卸売場棟 1 階にある非常照明用の
直流電源装置の保守点検を行うこと。 1 回/年 

冷凍冷蔵庫保
守点検業務 

第 1 冷蔵庫､第 2 冷蔵庫、定温倉庫、花き保冷庫の各冷却
設備の保守点検、防熱扉の年次点検業務を行うこと。 通年 

貯水槽管理業
務 

建築物飲料水貯水槽について、管理業務を行い、清掃業の登
録を有する者により、貯水槽の清掃を行うこと。 

通年(清掃
は 1 年に
1 回) 

排水分析検査
業務 

市場内から排水される下水について水質試験を行い、対象物質
が定められた排除基準値を超過していないか検査すること。 1 回/月 

公共建築物定
期点検業務 

場内の建築物について、法に定める有資格者により一定の面積
を超える棟ごとの対象部位・項目に関する定期点検を行うこと。 

3 年に 1
回(建築設
備は 1 年
に 1 回) 

電力量計検針
業務 

施設利用者から各月の電気使用量に応じて電気料金を徴収す
るため、毎月 1 回電力量計の検針を行い、毎月の各負担者の
電気使用量を算出すること。 

1 回/月 

害獣対策器材
設置、保守管理
及び処分費用 

施設の適切な衛生環境を維持するため、ネズミ等の駆除及び対
策の提案を行う。 1 回/月 

廃棄物 
関連業務 

産業廃棄物収
集運搬及び処
理業務 

市場内で発生した廃棄物(指定管理者から発生したもの､不法
投棄分)の収集、運搬及び処理を行うこと。 通年 

防火防災 
関連業務 

消防用設備保
守点検業務 

市場内の消防用設備について、通年の保守、年 2 回の機器点
検、年 1 回の総合点検を行うこと。また、点検の結果を川崎市
消防局へ提出すること。 

通年 
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１ 保安警備業務 
(1) 実施期間︓通年 
 
(2) 勤務時間及び人員 

ア 日常警備 
(ｱ) 勤務 A(昼間)︓午前 7 時 00 分〜午後 7 時 00 分  2 ポスト 
(ｲ) 勤務 B(夜間)︓午後 7 時 00 分〜午前 7 時 00 分  2 ポスト 

           (仮眠時の要員は含まず｡) 
イ 年末特別警備 
(ｱ) 日程︓年末年始(12 月 26 日~12 月 30 日) 
(ｲ) 時間︓午前 7 時 00 分〜午前 11 時 00 分 
(ｳ) 人員︓5 日間 計 25 ポスト ※混雑を想定し人員を配置する。 

ウ 廃棄物置場警備 
(ｱ) 業務実施日 

日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに 1 月 2 日、3 日、4
日及び 12 月 31 日を除き毎日とする。 

ただし、川崎市が定める市場カレンダーにおける臨時開市日は業務実施日とし、臨
時休市日は業務実施日から除外する。 

(ｲ) 時間︓午前 6 時 00 分〜午後 2 時 00 分 1 ポスト以上 
注︓勤務時間内の休憩時間・仮眠時間については、労働基準法に違反なきよう配慮

を行い、業務に従事する者の健康管理を行うこと。 
 
(3) 警備内容 

ア 日常警備 
(ｱ) 方法 

ａ 市場内の巡回 
 ・勤務 A については、毎時 1 回の市場内巡回 
 ・勤務 B については、毎時 2 回の市場内巡回 
ｂ 市が指定する場所、時間帯における車両誘導 
ｃ 監視カメラによる市場内および入退場車両の監視等 

(ｲ) 目的 
ａ 市場入場者の確認、不法侵入者、潜伏者の取締り及び盗難防止 
ｂ 火災時の通報及び初期消火活動、消火活動上の障害物の指摘 
ｃ 施設等の故障・損傷箇所の発見及び関係者への連絡 
ｄ 廃棄物の不法投棄の監視 
ｅ 市場内交通及び駐車場の管理、利用者への駐車指導 
ｆ 市場内禁止行為の防止、指導 
ｇ 上記に係る市場内周知放送の実施 



 

 

イ 年末特別警備 
(ｱ) 方法︓指定場所での車両誘導 
(ｲ) 目的︓年末繁忙時の入場者数に併せた入場制限、駐車場の整理業務 

ウ 廃棄物置場監視 
(ｱ) 方法 

市場内の廃棄物置場へ定められた時間、業務に従事する者を常駐させ、廃棄物
置場及び市場関係事業者等から持ち込まれた廃棄物等について、次の業務を行う。 
ａ 門の開閉、整理整頓、清掃等、廃棄物置場の管理を行うこと。 
ｂ 市場内のルールに則って廃棄物が排出されているか監視を行い、廃棄物の計量、

排出方法に関する指導を行うこと。 
ｃ 廃棄物置場に排出された廃棄物を適切に保管すること。 
ｄ 廃棄物の排出量や収集の有無を業務日誌に記録すること。 
ｅ その他収集時の積み込み補助等、廃棄物置場に関する業務を行うこと。 

(ｲ) 目的 
市場関係事業者等が南部市場内の廃棄物置場へ廃棄物等を持ち込む際に、市

場内のルールに則って持ちこまれるよう監視、指導業務を行い、廃棄物等の適正な排
出及び保管を推進し、廃棄物置場を良好な状態に維持することを目的とする。 

 
(4) その他 

 一般廃棄物の重さを計量するため、ひょう量が 50kg 以上の特定計量器(はかり)を用
意し、廃棄物置場へ設置すること。なお､ 特定計量器は､検定証印が付されているもの
(定期検査を受けているもの)で､商取引に使用できるものであること｡ 

 
２ 清掃業務 
(1) 日常・定期清掃等業務 

ア 業務実施対象日 
原則月曜日から土曜日の範囲内(国民の祝日に関する法律に規定する休日､1 月

2 日､3 日､4 日及び 12 月 31 日を除く)で、表１及び表２の「実施回数」欄に記載し
た回数を実施するものとする。 

イ 業務内容 
(ｱ) 日常清掃、定期清掃及び消毒による清掃を行うこと。 
(ｲ) 業務内容の詳細は、表１及び表２のとおりとする。 
 

  



 

 

表 1 清掃業務明細(管理事務所棟) 

詳細箇所 面積 
(㎡) 

清掃の種類 
実施 
回数 業務内容 日常

清掃 
定期
清掃 消毒 

1 階 玄関、廊下 93 ●   １回/日 
・床の掃き及び拭き掃除 
・紙屑処理及び容器清掃 
・マットの除塵 
・その他簡易箇所の清掃(適宜) 

2 階 
談話室 44 ●   １回/月 ・床の掃き及び拭き掃除 

・紙屑処理及び容器清掃 
・その他簡易箇所の清掃(適宜) 電気室 169 ●   １回/年 

3 階 
事務室 264 ●   ３回/週 ・床の掃き及び拭き掃除 

・紙屑処理及び容器清掃 
・その他簡易箇所の清掃(適宜) 

会議室 127 ●   ２回/月 
更衣室、宿直室 54 ●   ６回/年 

各階 

便所 94 ●  ● 

１回/日 
(便器、洗
面台、床、
壁面の消
毒洗浄は
8 回/月) 

・床の拭き掃除 
・衛生陶器の清掃 
・吸殻、紙屑及び汚物処理と容器清掃 
・洗面台及び鏡の清掃 
・ペーパー及び水石鹸の補充 
・その他簡易箇所(適宜) 

廊下(1 階を除
く)､階段、湯沸
場 

318 ●   ３回/週 
・床の掃き及び拭き掃除 
・紙屑処理及び容器清掃 
・その他簡易箇所の清掃(適宜) 

各階 ガラス清掃範囲 140  ●  ２回/年 ・ガラス清掃 
1 階･
3 階 ワックス清掃範囲 

646  ●  ２回/年 ・ワックス清掃 

2 階 174  ●  ２回/年 

 
表 2 清掃業務明細(管理事務所棟以外) 

詳細箇所 面積 
(㎡) 

清掃の種類 
実施回数 業務内容 日常

清掃 
定期
清掃 消毒 

市場内通路、駐
車場、青果卸売
場棟隣接荷捌所 

- ●   

1 回/日 
(臨時開市日、新年
初市の前日及びお盆
の休場期間の最終日

は実施) 

・掃き掃除(ごみ落ち葉等の除去及び
排水口のごみを取る) 

・指定喫煙所の吸殻処理及び容器
清掃 

・その他簡易箇所(適宜) 
便所①守衛所横 31 ●  ● 1 回/日 

(臨時開市日は実
施、また、便器、洗面
台、床、壁面の消毒
洗浄は 8 回/月) 

・床の掃き掃除(散水による水洗い) 
・衛生陶器の清掃 
・紙屑及び汚物処理と容器清掃 
・洗面台及び鏡の清掃 
・ペーパー及び水石鹸の補充 
・その他簡易箇所(適宜) 

便所②食堂脇 30 ●  ● 
便所③青果棟ス
ロープ下 18 ●  ● 

便所④関連棟横 64 ●  ● 

屋上駐車場 4,000 ●   2 回/月 
・掃き掃除(ごみ落ち葉等の除去及び
排水口のごみを取る) 

･その他簡易箇所(適宜) 
側溝 818   ● 1 回/月 ・消毒 

ごみ集積所 124 ●  ● 
1 回/日 

(臨時開市日は実
施、また、清掃後消毒
を 4 回/月実施) 

・掃き掃除 



 

 

(2) 下水管路等調査及び清掃業務 
ア 実施回数︓1 回〜2 回/年 
イ 業務内容 

市場内すべての下水管・側溝を対象に、汚れ具合等による優先順位をつけて順次業
務を実施する。 

 
３ 施設維持管理業務 
(1) 自家用電気工作物保安管理業務 

ア 実施時期︓通年 
イ 業務内容 
(ｱ) 電気事業法に基づく、自家用電気工作物保安規定に定められた業務を行うこと。 
(ｲ) 点検の頻度 

    ・月次点検︓1 回/月 
    ・年次点検︓1 回/年 
    ・臨時点検︓必要の都度 

ウ 自家用電気工作物の概要 
(ｱ) 電気受給区域 

    ・管理棟区域 
    ・青果棟区域 
    ・水産棟区域 

(ｲ) 需要設備 
電気受給区域 設備容量 

(kVA)  
受電電圧 

(kV) 変電所 

管理棟区域 805 6.6 
管理棟主変電所 

食堂地区変電所(第 2 変電所) 
青果事務所棟変電所(第 3 変電所) 

青果棟区域 891 6.6 
青果主変電所 

青果地区変電所(第 5 変電所) 
定温倉庫変電所(第 6 変電所) 

水産棟区域 1,775 6.6 
水産主変電所 

第 1 冷蔵庫変電所､第 2 冷蔵庫変電所 
水産仲卸地区変電所(第 4 変電所) 

 
(ｳ) 非常用予備発電装置 

発電機定格容量 
(kVA) 

発電機定格電圧 
(V) 原動機の種類 

50 200 ディーゼル 

 

  



 

 

(2) 非常用直流電源装置保守点検業務 
ア 実施回数︓1 回/年 
イ 業務内容 
(ｱ) 消防法及び建築基準法等の関係法令に基づき点検等の業務を行うこと。 
(ｲ) 保守点検内容 

機器名 全機器共通点検箇所 全機器共通点検内容 
直流電源装置 

蓄電池 
電源装置 
蓄電池 

絶縁測定及び機器内清掃 
浮動電圧及び内部抵抗 外観 

 
(ｳ) 保守点検対象物(2 基) 

施設 非常照明直流電源装置 蓄電池 整流器 
管理事務所棟 操作用兼非常照明用 1 組 MSE150x54 DP2100-030MBM 
青果卸売場棟 非常照明用 1 組 FVL100-6x18 DP2100S-007RS 

 
(3) 冷凍冷蔵庫保守点検業務 

ア 実施期間︓通年 
イ 業務内容 
(ｱ) 冷凍設備保守点検(点検項目については「エ 業務明細」に記載) 

ａ 第 1 冷蔵庫︓3 回/年 
ｂ 第 2 冷蔵庫︓3 回/年 
ｃ 定温倉庫︓2 回/年 
ｄ 花き保冷庫︓2 回/年 
ｅ 低温売場︓2 回/年 

     
(ｲ) 防熱扉保守点検(点検項目については「エ 業務明細」に記載) 

第 1 冷蔵庫、第 2 冷蔵庫、定温倉庫及び花き保冷庫︓1 回/年 
(ｳ) 故障等緊急対応業務 

冷蔵庫等が故障した場合には、速やかに必要な資格、知見を持った点検作業員を
派遣し、必要な措置を行うこと。 

ウ 施設概要 
(ｱ) 冷凍設備及び防熱扉 

名 称 機 器 ･ 型 式 数量 
第 1 冷蔵庫 
 
 
 

冷凍機︓SH22FA 
      ECOV-EN45WB 
      ERA-EN22A 
      ECOV-EN37WB 
冷却器︓TX-20SC12T 
      TX-18SC12T 改 
      TMA-400LT 
      TMA-200MT 
      TMA-400MT 
      TMA-200HT 
防熱扉 

4 基  
1 基  
1 基  
1 基  
2 台  
2 台  
1 台  
1 台  
1 台  
1 台  
7 台  

第 2 冷蔵庫 冷凍機︓KX-R3A1 1 基  



 

 

      KX-M12AM-S 
      KX-RM16A 
冷却器︓US-R3MHP 
      US-R8MHP 
       US-R8LHP 
防熱扉 

2 基  
3 基  
1 台  
4 台  
6 台  
4 台  

定温倉庫 冷凍機︓KX-RM16AM 
冷却器︓UC-90TH 
ブースターファン 
防熱扉 

3 基  
12 台  
12 台  
7 台  

花き保冷庫 冷凍機︓ERA-EP55A 
冷却器︓UCL-P8VHB 
排気ファン︓EG-40ETB 
防熱扉 

2 基  
2 台  
1 台  
2 台  

低温売場 冷凍機︓KX-N4AVP1 
冷却器︓US-N4MHT2 
防熱扉 

２基 
２台 
１台 

 
エ 業務明細 
(ｱ) 冷凍設備保守点検 

     下記項目について、点検を行うこと。 
ａ 圧縮機 

     (a) 低段側吸入・中間・高段側吐出の温度、タンク圧の確認 
     (b) 油面及び汚れの状態、液面の確認 
     (c) 圧縮機の電流確認 
     (d) 運転時間 

ｂ コンデンサー 
     (a) ファン電流の確認 
     (b) 振動・異音の有無 
     (c) モーター・フレーム等の錆の程度 
     (d) ファンコイルの汚れの状態 

ｃ 電気設備関係(二次側動力及び操作配線)︓1 回/年 
     (a) 電気設備のチェック及び絶縁抵抗測定 

(ｲ) 防熱扉保守点検 
     下記項目について、年次点検を行うこと。 

・テープスイッチの動作確認  ・テープスイッチカバーゴムの破損確認 
・召合パッキンの状況確認   ・沓摺ゴムパッキンの状況確認 
・冷気返しパッキンの状況確認  ・主滑車の動作確認 
・補助滑車の動作確認   ・吊金具の状況確認 
・手動切替機の動作確認   ・手動切替棒の状況確認 
・鍵・脱出金具の動作確認  ・全開・全閉クサビの状況確認 
・ヒーターの動作確認   ・サーモスタットの動作確認 
・各所ボルトの増し締め   ・V ベルトの状況確認 
・半開用押釦の動作確認   ・プルスイッチの動作確認 



 

 

・P パッキンの状況確認   ・表・裏ガイドローラーの動作確認 
・モーター・減速機の動作確認  ・チェーン・チェーンロックの動作確認 
・トラベルボックス・保温カバーの状況確認 ・チェーンカバー・アングルの状況確認 
・レール・ブラケットの状況確認  ・パッキン圧縮の状況確認 
・扉停止位置の確認   ・各所グリスアップ 
・パイロットランプの球切れ確認 

オ その他 
(ｱ) 点検作業員は、専門知識を有し、十分な実績がある者とすること。また、防熱扉保

守点検については、機器メーカーの教育・研修等を受けた専門知識を有し、発注者の
認めた者を点検に充てること。 

(ｲ) 冷蔵庫等では生鮮食料品等を保管しているため、室温の異常上昇、機械の故障
等、緊急時には応急対応を含め迅速に現場対応を行うものとし、保管している生鮮
食料品等及び施設利用者への影響が最小限となるよう行動すること。また、影響が大
きくなる恐れのある場合は、関係者への周知等を行うこと。 

   適切な温度環境で生鮮食料品等を保管するため、冷蔵庫等の維持管理には細
心の注意を払うと共に、緊急時に対応できるよう十分な組織体制を構築すること。 

 
(4) 貯水槽管理業務 

ア 実施回数︓通年(清掃は 1 回/年) 
イ 業務内容 
(ｱ) 水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律等の関係法令に基づ

き、届出に関すること等、貯水槽の管理に関する業務を行うこと。 
(ｲ) 貯水槽の清掃及び清掃後の水質検査を行うこと。なお、水質検査の検査項目は(

残留塩素濃度､色度､濁度､味･臭気の異常の有無)とする。 
(ｳ) 管理(清掃)の対象となる設備 

施 設 貯水槽(地上式高置水槽)の有効容量 その他 
管理事務所棟 3t×1 基 ･受水槽…なし 

･揚水ポンプ…使用していない 
･槽材質…FRP 
･給水管材質…塩ビライニング鋼管 

青果卸事務所棟 3t×1 基 
水産卸売場棟 4t×1 基 

 
(5) 排水分析検査業務 

ア 実施回数︓1 回/月 
イ 業務内容 
(ｱ) 下水道法及び水質汚濁防止法等の関係法令に基づき検査を行うこと。 
(ｲ) 採水場所 

南部市場内の公共下水道への排出口(西門脇マンホール) 
(ｳ) 分析項目 

ａ 水素イオン濃度(PH) 



 

 

ｂ 生物化学的酸素要求量(BOD) 
ｃ 浮遊物質量(SS) 
ｄ ノルマルヘキサン抽出物質含有量・鉱油類 
ｅ ノルマルヘキサン抽出物質含有量・動植物油脂類 

 
(6) 公共建築物定期点検 

ア 実施時期 
建築物の点検は 3 年以内ごと、建築設備等の点検は 1 年以内ごとに実施すること。 

イ 業務内容 
(ｱ) 建築基準法等の関係法令に基づき点検等の業務を行うこと。 
(ｲ) 対象建築物 

建築基準法第 6 条第 1 項第 1 号による建築物で延べ面積 100 ㎡を超えるもの 
ａ 管理事務所棟 
ｂ 西側棟 
ｃ 青果卸売場棟 
ｄ 水産卸売場棟 
ｅ 水産仲卸売場棟 
ｆ 花き卸売場棟 
ｇ 関連商品売場棟 
ｈ 青果卸売業者事務所棟 
ｉ 第 1 冷蔵庫 
ｊ 第 2 冷蔵庫 
ｋ 定温倉庫 
ｌ 発酵室 
ｍ 関連商品売場棟(食堂) 
ｎ コンテナ倉庫 
ｏ 西側倉庫 

(ｳ) 調査項目 
建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4 項に基づく項目 

(ｴ) 調査結果 
指定の調査結果表により報告書を作成し、市へ提出すること。 

 
(7) 電力量計検針業務 

ア 実施回数︓1 回/月 
イ 業務内容 
(ｱ) 電力量計の検針 

ａ 市場内に設置されている電力量計(電気メーター)を検針し、指示数の記録を行
うこと。 



 

 

ｂ 指示数の記録の誤りを防ぐためダブルチェック等の確認作業を行うこと。 
ｃ 検針は原則として毎月 1 日に実施すること。 

電力量計の台数は､333 台(令和 7 年 5 月 1 日時点)で、修繕等により電力
量計の台数が増減することがあるが、増加した電力量計も含め、全ての電力量
計を業務の対象とする。 

(ｲ) 使用電力量の計算 
ａ 得られた指針値と前回得られた指針値を比べ、各施設の使用電力量を計算する

こと。 
ｂ 電気事業者への支払金額及び各施設利用者の負担率等から、施設利用者に

請求する金額を計算すること。 
(ｳ) 電力量計に関する異常の確認 

ａ 検針時に電力量計の異常を確認するものとし、異常を発見した場合は速やかに
修繕等の対応を行うこと。 

 
(8) 害獣対策器材設置、保守管理及び処分費用 

ア 業務内容  
以下の方法により、ネズミの駆除を行う。  

(ｱ) 調査(施設利用者等からの生息・目撃、食害情報、環境、毒餌等の状況確認)  
(ｲ) 必要な毒餌の設置  

イ 上記駆除と併せて、現在全国各所で行われているさまざまなネズミ予防・防除策等を
踏まえた有効と思われる対策等を、提案書として提出する。  

ウ 鳥害(カラス・ハト)については被害が著しい時に、専門業者と個別に相談をし駆除及び
環境改善(樹木の伐採等)を実施。 

 
４ 廃棄物関連業務  
(1) 産業廃棄物収集運搬処理及び処理業務 

ア 実施時期︓通年 
          (実施時期及び回数は、処理すべき量や衛生環境を考慮し決定するこ

と。) 
イ 業務内容 
(ｱ) 指定管理者が処理を行う廃棄物 

     施設利用許可等をしていない範囲で発生した廃棄物で、排出者が特定できないも
の 

(ｲ) 業務を第三者へ委託する場合 
ａ 受託するものが業務に必要となる許可等を有しているか、必ず事前に確認するこ

と。 
ｂ 委託の契約に際しては、関係法令に基づき適正な手続きを行うこと。 

(ｳ) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する手続き 



 

 

     関係法令に従い、マニフェストに関する手続きを行うこと。また、処理終了後、マニフェ
ストを保管すること。 

＜令和 5 年度実績＞ 
厨芥類、落ち葉、枯草、紙屑等︓13,268kg/年 
発泡スチロール︓26,561kg/年 
発泡スチロール以外の廃プラスチック︓28,420 kg/年 
ペットボトル︓1,590kg/年 
缶︓509kg/年 
ビン︓495kg/年 

 
５ 消防用設備保守点検業務 
(1) 実施期間︓通年 
 
(2) 業務内容 

ア 実施項目 
(ｱ) 消防法等の関係法令に基づき、次の点検等の業務を行うこと。 

    ａ 機器点検︓6 か月に 1 回、年 2 回 
    ｂ 総合点検︓1 年に 1 回 

(ｲ) 消防用設備に不具合等が発生した場合には、速やかに技術者等により点検修理
を行うこと。 

イ 設備明細 
(ｱ) 自動火災報知設備 

     受信機(P 型 1 級 100 回線)  1 台 
     副受信機(10 回線)   1 台 
     差動式スポット型感知器  362 個 
     定温式スポット型感知器  202 個 
     煙感知器    39 個 
     発信機(P 型 1 級)   31 個 
     音響装置    37 個 
     表示灯    31 個 
     配線点検    1 式 

(ｲ) 消火栓設備 
     電動機制御装置   4 式 
     加圧送水装置ポンプ及び電動機  4 式 

  消火栓屋内型    20 台 
     放水試験    4 式 
     配線点検    4 式 

(ｳ) 粉末消火設備 



 

 

     移動式粉末消火設備   19 基 
(ｴ) 消火器具 

     粉末消火器    109 本 
(ｵ) 誘導灯 

     誘導灯(10W)    33 台 
     誘導灯(20W)    2 台 
     誘導灯(BL 級)   11 台 
     誘導灯(C 級)    5 台 
     配線点検    1 式 

(ｶ) 連結送水管 
     表示灯    3 個 
     送水口    1 個 
     放水口    3 個 
  (ｷ) 防排煙制御装置 
     連動制御盤 1 回線   1 台 
     煙感知器 3 種    2 個 
     自動閉鎖装置    2 個 
     配線点検    1 式 

(ｸ) 消防用水 
     地下コンクリート式   2 箇所 

(ｹ) 自家発電設備 
     50kVA(始動用蓄電池含む)  1 台 

(ｺ) 非常用放送設備 
     構内非常放送設備   1 式 

  



 

 

  



 

 

 


